
■無料税務相談会 開催のお知らせ  

・税理士による税務相談会を下記の日程で開催します。ぜひこの機会に所得税

や消費税、相続税などについて、ご相談下さい。 
  

税理士：税理士法人アルカディア 古田喜久雄 氏 
 

日 程：３月５日（木）、３月１３日（金） 

時 間：13 時から 16 時（両日とも） 

場 所：小坂町商工会 （小坂振興事務所内） 

参加費：無料 

持ち物：確定申告書や決算書など相談したい内容に関する書類 
 

お申込みは、小坂町商工会（tel：62-2176）まで 

税務相談会 

■確定申告の控除が大きく変わりました！  

・今年の確定申告は、昨年から大きく変わった点があります。 
 

①基礎控除の引き上げ 

今年は合計所得金額に応じて 48 万円から最大 95 万円まで段階的に引き

上げられました。 
 

②扶養親族などの所得要件引上げ 

扶養控除、配偶者控除、ひとり親控除の対象となる扶養親族などの所得要

件が引き上げられました。（昨年：48 万円以下、今年 58 万円以下） 
 

③特定親族特別控除の創設 

19 歳から 22 歳の特定扶養親族の給与などに係る合計所得金額が、58 万

円を超えても、123 万円までは控除が受けられることになりました。 
 

これまで扶養にならなかった方も、控除額が拡大されたことで、扶養にでき

る可能性があります。申告する前に、一度確認してみてください。 
 

・個人事業主の所得税および消費税の確定申告期限は、下記の通りです。商工会

で申告される方は、お早めに来会いただきますようお願いいたします。 

 【個人事業主 所得税および消費税確定申告期限】 

  所得税および復興特別所得税 3 月 16 日（月） 

  消費税および地方消費税    ３月３１日（火） 

確定申告 

      小坂町商工会からのお知らせ   ２０２６．２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■第 19 回小規模事業者持続化補助金  

次回の持続化補助金（第 19 回）の公募日時は現在、未定（5 月から 6 月予

定）となっていますが、設備導入や広告宣伝などによる販路開拓や売上拡大を

検討中の方は、この補助金を活用してみませんか？商工会では、補助金の活用

方法や申請書の作成支援、その後のフォローなど、皆さまに寄り添った支援を

行っています。まずは、お気軽にお問合せください。 

■下呂市 暮らし応援商品券  

下呂市では、物価高騰の影響を受けている市民生活を支援し、地域経済の活性

化を図るため、市内の商工会加盟店で使用できる商品券を、全市民一人当たり

12,000 円分配布するものです。また、低所得者世帯には、追加で一世帯あた

り、5,000 円分の商品券を配布します。 

この商品券は、下呂市全体でおよそ 3 億 6 千万円の消費が見込まれ

ます。このような下呂市の施策を活用して、積極的な集客や販売促進による

売上の拡大に取り組んでいただきたいです。 
 

使用期限：令和 8 年 7 月 31 日（金） 期限厳守 
 

※今月上旬に、全商工会員に向けて「応援商品券取扱店」ポスター並びに取扱

いに関するお願い文書をお送りします。内容をご確認いただき、ポスターを

店頭に掲示してください。 

■下呂市 省エネ対策設備導入補助金  

下呂市では、事業者が既存の照明設備を LED 照明設備に切り替えて省エネ化

に繋がる取組みに対し、経費の一部を補助する支援制度を実施しています。 
 

対象設備：LED 照明 

対象経費：本体購入費、工事費、付帯する経費 

補 助 率：対象経費の 1/2 

補助上限：20 万円 

申請期間：令和 8 年 2 月 16 日 ～ 6 月 30 日 ※予算上限に達し次第終了。 
 

詳しくは同封したチラシをご確認下さい。また、申請書類などは下呂市ホーム

ページ（右記 QR コード）からご確認いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続化補助金 

応援商品券 

LED 補助金 



■【国金】国の教育ローンのご案内  

・高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度で

す。お子さま 1 人につき 350 万円以内を、固定金利（年 3.15％ 令和 7

年 9 月 1 日現在）で利用でき、在学期間内は利息のみのお支払いとすること

ができます。詳しくは、「国の教育ローン」で検索していただくか、下記のコ

ールセンターへお問合せください。 

【教育ローンコールセンター 0570-008656（ナビダイヤル）】 

 

お子様の 

進学に向けて 

■いつでも どこでも どなたでも  

・商工会では、経営に役立つ各種 Web セミナーを無料配信中です。無料配信は

商工会会員向けの専用サービスです。お好みのセミナーをパソコンやスマホ、

タブレットから視聴することができます。 

 ①小坂町商工会のホームページを開き、下記のバナーをクリック 

 ②右上にあるログインをクリック 

 ③ログイン ID：5821 、パスワード：5821 を入力 

 ④興味のあるセミナーを視聴できます。 

途中で一時停止し、あとから続きを 

見ることもできます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊経営に関するお悩みは、お気軽に商工会までお問い合わせください。 

小坂町商工会  電話：0576-62-2176  FAX：0576-62-3916 

■商工会が紹介する各種共済制度について  

・小規模企業共済 

国がつくった経営者のための退職金制度です。満期や満額はなく、廃業や退

職時に受取り可能です。また、掛金全額が「小規模企業共済等掛 

金控除」として課税対象所得から控除することができます。 

詳しくは、右記 QR コードからご確認下さい。 
 

・商工会の福祉共済 

福祉共済は商工会会員の皆さま、だからこそ加入できる特別な制 

度です。福祉共済には「けが・病気の補償」「がんの補償」「生命 

の補償」があり、手ごろな掛金で加入していただけます。 

詳しくは、右記 QR コードからご確認下さい。 
 

・ 

共済制度 

無料 

Web セミナー 


